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国保だより国保だより
保
険
証
が
個
人
ご
と
の

カ
ー
ド
型
に

　けがや病気など、いざというとき
に安心して医療が受けられるように、
みんなで負担しあって支える国民健
康保険。
　国民健康保険(国保)は、職場の健康
保険などに加入していない74歳まで
のすべての人が加入する医療保険制
度です。

　
今
月
１
日
か
ら
、
国
民
健
康
保

険
被
保
険
者
証(

保
険
証)

が
、
新

し
く
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で

１
世
帯
に
１
部
交
付
し
て
い
た
保

険
証
が
、
個
人
ご
と
の
﹁
カ
ー
ド

型
﹂
に
な
り
ま
し
た
。
９
月
中
旬
に

郵
送
し
ま
し
た
が
、
届
い
て
い
ま

す
か
。
記
載
内
容
と
保
険
証
が
加

入
者
全
員
分
あ
る
か
ど
う
か
確
認

し
、
医
療
機
関
な
ど
で
受
診
す
る

場
合
は
必
ず
窓
口
で
提
示
し
て
く

だ
さ
い
。
届
い
て
い
な
い
場
合
は
、

保
険
医
療
課
ま
で
連
絡
し
て
く
だ

さ
い
。

　
な
お
、
一
部
の
世
帯
に
つ
い
て

は
、
国
民
健
康
保
険
税
︵
国
保
税
︶

の
納
付
と
納
付
相
談
を
兼
ね
た
窓

口
更
新
と
な
り
ま
す
。

便
利
に
な
り
ま
し
た

　
家
族
が
そ
れ
ぞ
れ
保
険
証
を
持

つ
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
病
院
で

の
利
用
や
、
旅
行
や
出
張
な
ど
で

の
携
帯
に
も
便
利
で
す
。
カ
ー
ド

化
に
よ
り
、
遠
隔
地
用
の
保
険
証

の
申
請
は
不
要
と
な
り
ま
し
た
。

※
転
出
を
伴
う
学
生
用
の
保
険
証

に
つ
い
て
は
、
今
ま
で
ど
お
り
申

請
が
必
要
で
す
。

保
険
証
の
有
効
期
限

　
保
険
証
の
有
効
期
限
は
、
来
年

９
月
30
日
に
な
っ
て
い
ま
す
。
た

だ
し
、
そ
れ
ま
で
の
間
に
表
１
に

該
当
す
る
人
は
有
効
期
限
が
異
な

り
ま
す
。
有
効
期
限
後
の
新
し
い

保
険
証
は
、
そ
れ
ぞ
れ
現
在
の
保

険
証
の
有
効
期
限
が
切
れ
る
前
に

郵
送
し
ま
す
。

紛
失
・
破
損
に
注
意
を

　
保
険
証
は
、
国
保
に
加
入
し
て

い
る
こ
と
を
証
明
す
る
大
事
な
も

の
で
す
。
こ
れ
ま
で
よ
り
サ
イ
ズ

が
小
さ
く
な
り
ま
し
た
の
で
、
大

切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。
万
一
、

保
険
証
を
紛
失
・
破
損
な
ど
を
し

た
場
合
は
、
再
交
付
で
き
ま
す
の

で
市
役
所
本
庁
１
階
の
２
番
窓
口
、

ま
た
は
各
支
所
地
域
振
興
課
で
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

資
格
の
異
動
が
あ
っ
た
と
き
は

　
国
保
以
外
の
保
険
に
加
入
し
た

と
き
や
市
外
へ
転
出
し
た
と
き
は
、

国
保
の
喪
失
手
続
き
を
し
て
資
格

喪
失
者
全
員
の
保
険
証
を
返
還
し

て
く
だ
さ
い
。
転
居
に
よ
る
住
所

変
更
・
世
帯
主
の
変
更
な
ど
の
手

続
き
で
も
、
加
入
者
全
員
の
保
険

証
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先
　
保
険
医
療
課︵
ã

　
０
８
４
８
ç
６
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５
０
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０
８

　
４
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３
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１
年
間
一
度
も
医
療
機
関
に
か

か
ら
ず
、
健
康
に
過
ご
し
た
世
帯

を
表
彰
し
ま
す
。
今
年
度
の
表
彰

世
帯
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当

す
る
３
９
２
世
帯
で
す
。
代
表
者

を
10
月
25
日
の
市
民
保
健
・
福
祉

ま
つ
り
で
表
彰
し
、
11
月
に
表
彰

状
と
記
念
品
を
郵
送
し
ま
す
。

︿
表
彰
基
準
﹀
　

・
９
月
１
日
現
在
、
国
保
に
加
入

　
し
て
い
る
世
帯

・
平
成
19
年
度
に
１
年
間
継
続
し
て

　
国
保
に
加
入
し
、か
つ
医
療
機
関

　
な
ど
へ
か
か
ら
な
か
っ
た
世
帯

・
平
成
19
年
度
の
国
保
税
を
納
期

　
限
内
に
納
付
し
た
世
帯

問
い
合
わ
せ
先
　
保
険
医
療
課

　(

ã
０
８
４
８
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５
０
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健
康
家
庭
表
彰

国民健康保険被保険者証　見本

・・・・

対象者 有効期限 有効期限後は

75歳に到達する人 誕生日の前日

長寿医療制度(後期高

齢者医療制度)に加入

します

65歳に到達する退職

被保険者本人とその

被扶養者F

退職被保険者本人の誕

生日の月末日（１日が誕

生日の場合は前月末日）

保険種別が退職被保

険者から一般被保険

者に変わります
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表1
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国
保
税
の
納
付
方
法
が

変
わ
り
ま
す

︵
65
歳
〜
74
歳
の
世
帯
主
︶

・・・

10
月
か
ら
、
一
部
の
世
帯
は
年
金

か
ら
天
引
き
に

　
10
月
か
ら
、世
帯
の
国
保
加
入
者

全
員
︵
世
帯
主
も
含
む
︶
が
65
歳
〜

74
歳
の
世
帯
主
は
、年
金
か
ら
国
保

税
を
天
引
き
納
付
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
対
象
の
世
帯
に
は
、
天
引

き
額
な
ど
詳
細
を
８
月
に
お
知
ら

せ
し
て
い
ま
す
。

※
た
だ
し
次
の
①
か
ら
③
の
場
合

は
、
年
金
か
ら
の
天
引
き
の
対
象

外
で
す
。

①
世
帯
の
国
保
加
入
者
の
中
に
、

　
今
年
度
中
に
75
歳
に
な
る
人
が

　
い
る
場
合

②
世
帯
主
の
天
引
き
対
象
の
年
金

　
が
年
額
18
万
円
未
満
の
場
合

③
介
護
保
険
料
と
国
保
税
の
合
計

　
が
、
天
引
き
対
象
の
年
金
額
の

　
２
分
の
１
を
超
え
る
場
合

口
座
振
替
も
利
用
で
き
ま
す
︵
滞

納
が
な
い
人
︶

　
国
保
税
が
年
金
か
ら
天
引
き
対

象
と
な
る
世
帯
主
で
も
、
過
去
２

年
間
、
国
保
税
の
滞
納
が
な
か
っ

た
場
合
は
、
届
け
出
を
す
れ
ば
口

座
振
替
で
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。(

新
た
に
口
座
振
替
を
希
望
す

る
場
合
は
事
前
に
金
融
機
関
で
手

続
き
を
し
、
そ
の
﹁
ご
本
人
控
え
﹂

を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。︶

届
け
出
先
　
収
納
課
ま
た
は
各
支

　
所
地
域
振
興
課
︵
印
鑑
が
必
要

　
で
す
︶

※
所
得
税
や
市
県
民
税
の
社
会
保

険
料
控
除
は
、
年
金
天
引
き
の
場

合
は
年
金
受
給
者
本
人
、
口
座
振

替
の
場
合
は
口
座
名
義
人
に
適
用

さ
れ
ま
す
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ

い
。

問
い
合
わ
せ
先
　

　
口
座
振
替
の
届
け
出
に
つ
い
て

　
収
納
課
︵
ã
０
８
４
８
ç
６
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４
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８
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２
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年
金
天
引
き
、税
の
控
除
に
つ
い
て

　
市
民
税
課(
ã
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８
ç
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３
１
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８
ç
６
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３
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本
年
度
か
ら
特
定
健
康
診
査︵
特

定
健
診
︶
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

特
定
健
診
の
対
象
と
な
る
40
歳
以

上
の
国
保
加
入
者
に
は
、
５
月
に

特
定
健
診
受
診
券
を
送
付
し
て
い

ま
す
。

　
ま
だ
受
診
し
て
い
な
い
人
は
、来

年
３
月
末
ま
で
に
必
ず
市
内
医
療

機
関
な
ど
で
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

万
一
、受
診
券
を
紛
失
し
た
場
合
は
、

再
交
付
で
き
ま
す
の
で
市
役
所
本

庁
１
階
の
４
番
窓
口
、ま
た
は
各
支

所
地
域
振
興
課
で
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先
　
保
険
医
療
課

　︵
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特
定
健
診
を
受
診
し
よ
う

　
ウ
オ
ー
キ
ン
グ
が
で
き
る
時
間

を
見
つ
け
て
歩
い
て
み
ま
せ
ん
か
？

ウ
オ
ー
キ
ン
グ
は
、こ
れ
ま
で
運
動

習
慣
が
な
か
っ
た
人
で
も
す
ぐ
に

始
め
ら
れ
る
気
軽
さ
が
あ
り
、体
へ

の
負
担
が
多
く
か
か
ら
な
い
有
酸

素
運
動
で
す
。
ま
た
、
き
つ
い
と
感

じ
た
ら
す
ぐ
に
ペ
ー
ス
ダ
ウ
ン
で
き
、

運
動
レ
ベ
ル
を
調
整
し
や
す
い
点

も
初
心
者
に
は
安
心
で
す
。

ウ
オ
ー
キ
ン
グ
の
ポ
イ
ン
ト

・
ウ
オ
ー
キ
ン
グ
前
後
は
ス
ト
レ

　
ッ
チ
を
し
よ
う
。

・
正
し
い
フ
ォ
ー
ム
で
歩
こ
う
。

・
友
達
や
仲
間
、
夫
婦
と
会
話
を

　
し
な
が
ら
歩
こ
う
。

・
車
や
信
号
が
少
な
い
場
所
を
歩

　
こ
う
。

　
歩
い
た
距
離
に
応
じ
て
、
希
望

す
る
Ｊ
Ｒ
路
線
地
図
の
升
目
を
塗

っ
て
く
だ
さ
い
。
各
路
線
を
終
了

す
る
と
ス
タ
ン
プ
を
押
し
、
次
の

Ｊ
Ｒ
路
線
地
図
と
記
念
品
を
渡
し

ま
す
。

対
象
　
40
歳
以
上
の
人

対
象
　
40
歳
以
上
の
人

貸
出
料
　
無
料

貸
出
期
間
　
１
か
月

　
夜
間
や
早
朝
に
歩
く
人
の
事
故

防
止
の
た
め
、
蛍
光
タ
ス
キ
を
貸

し
出
し
て
い
ま
す
。

対
象
　
小
学
生
以
上
で
２
人
以
上

　
の
グ
ル
ー
プ
︵
小
学
生
は
保
護

　
者
と
一
緒
に
︶

貸
出
料
　
無
料

申
し
込
み
先
　
保
険
医
療
課
︵
ã

　
０
８
４
８
ç
６
０
５
０
︶
、
保
健

　
福
祉
課
︵
ã
０
８
４
８
ç
６
０

　
６
１
︶
、
ま
た
は
本
郷
保
健
福
祉

　
セ
ン
タ
ー
︵
ã
０
８
４
８
«
３

　
６
０
９
︶
、
久
井
保
健
福
祉
セ
ン

　
タ
ー
︵
ã
０
８
４
７
¯
８
５
５

　
１
︶
、
大
和
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
︵
ã
０
８
４
７
±
０
９
６
０
︶

ウ
オ
ー
キ
ン
グ

心
も
体
も

リ
フ
レ
ッ
シ
ュ

歩
い
て
健
康
の
旅

万
歩
計
の
貸
し
出
し

蛍
光
タ
ス
キ

の
貸
し
出
し
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今日から*はじめる元気づくり運動！
　市では、日常生活に取り入れやすいウオーキングを通じ
た健康づくりの助成事業を行なっています。日常生活をち
ょっと見直して、自分の健康は自分で守っていきましょう。


